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Literatureoncommonpropertymanagementhasincreased,particularlysincethelate
1980S.However,mostofthestudieshavefocusednarrowlyonthemechanicsofsustain-
ableresourceusewithinthecontextoHocalorganizations,Withoutdueregardtothe
institutionalfoundationsetbythegovernment.ThecaseofThailandshowsthatcommu-
nallyusedlandshouldbeanalyzedinrelationto(1)nationallegalandpolicyframework
overlands,and (2)agriculturallandentitlementsoffarmers.Thispaperoutlinesthe
historicaldevelopmentofcompetitionoverforestlandsandidentifiesthepotentialfor
communalforestusewithinthepresentadministrativeframeworkofthegovernment.
Althoughtheeconomicimportanceofforestresourcesshouldnotbedenied,agriculture
stillremainsacentralsourceoflivelihoodevenforthosewholiveonforestlands.The

capabilityoflocalvillagerstomanageaforest,theallegedtargetofdisputeinthedrafting
ofnewCommunityForestryBill,cannotbeassessedproperlyunlesspeoplearegiventhe

productiveforestsincombinationwithlandtitles.

Ⅰ は じ め に

1996年の3月頃からバンコクの強い日差しの下で, 東北地方を中心とした全国 21県から1

万人以上の農民が国会議事堂前に座り込みを続けていた｡彼らは ｢貧民のフォーラム｣と呼ば

れ,半ば自然発生的にタイ全土から集まり,政府に対 して各種の訴えを起こしていたのである｡

1997年の3月現在で,このデモンストレーションを支援する団体が整理 した情報によれば,農

民と政府の潜在的衝突地域は全国で 121件確認され,そのうちの約 75% が土地,および森林の

利用をめぐる対立であり, 約 12% がダム建設に関するものであるという [Samatcha Khon

*本稿で用いた資料の大部分は筆者が 1995年から1997年にかけてカセサー ト大学 RegionalCommu-

nity Forestry TrainingCenter(RECOFTC)で研究員を勤めている問に収集された｡ その後,

1998年 8月に地球環境戦略研究所 (IGES)の研究プロジェク トの一貫 として補足調査を行うこと

ができた｡これらの調査を可能にしてくれた日本学術振興会とIGES森林保全チームに感謝 したい｡

**東京大学大学院新領域創成科学研究科 ;GraduateSchoolofFrontierSciences,Universityof

Tokyo,713-1Hongo,Bunkyo-ku,Tokyol13-0033,Japan
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Chon1997]｡この資料は,国単位で見ればある程度の工業化と経済発展を達成 しているタイの

農村部で,土地の利用と所有をめぐる競合が如何に激 しく,どれだけ多 くの人々がいまだに森

林に深 くかかわりながら生活をしているかを示 している｡

人口に比べて土地が豊富に存在 してきたタイにおいて,政府にとっても,農民にとっても,

農地と林地の制度的区別はさして重要な問題ではなかった｡ しか し,その後の土地の稀少化に

ともなって政府は様々な基準で土地を細かく区分するようになり,その種頬に応 じて別個に管

理主体を明示する法制度を適用するようになった｡資源をめぐる争いが激化する中で,貧農の

利害に配慮 しているはずの土地の再配分,あるいは環境保全を意図したはずの植林プロジェク

トや保護区の設定 も全国的に行われるようになった｡それにもかかわらず,不法伐採の報告は

後をたたず,森林面積の減少 ･劣化は進行 し,その社会 ･経済的影響は上述の通り収束する気

配がない｡

森林資源管理の機能不全を説明する要因は時期や場所にもよるが,最 も基本的な問題は法律

を盾にした政府の中央集権的な森林の統括権と,慣習に基づ く地域の農民たちの森に暮 らす権

刺,森を耕す権利の衝突であろう｡ これは決 して新 しい問題ではない｡国有林の保全と,その

地域に暮らす ｢不法占拠者｣への対応という互いに対立する課題は遅 くとも1960年代には政府

レベルの懸案として確認されていた｡両者の矛盾は,その後の人口増大と土地の稀少化の結果,

今日に至ってますます深刻に表面化 してきた｡

熱帯林保全と地域住民の関係について,タイにおける研究者や実務家の立場は概ね次の二つ

に別れている｡ 第一は,残された森林生態の保全を最優先 し,その促進にあたっては地域住民

の存在は障害であり,国が責任をもって村人たちから森林を守るべきであるとする立場,第二

は,地域の村人たちの生存権を重視 し,森林の中や周辺に暮 らしている住民の生活保障と森林

保全の両立を目指すべきであるとする立場である｡ この二つの立場は,政府省庁の内部,そし

て環境や農村開発分野で活動するNGO (民間非政府組織) の中までをも分断する形で存在 し

ている｡ 両者の主張の中身は,1990年前後から議論され,今だに日の目を見ずにいる ｢コミュ

ニティー林法 (Pho.Ro.Bo.PaaChumchon)｣の内容をめぐる交渉過程で具体的に表現されて

いる｡1)この法案は, これまで国が排他的に管理権をもっていた森林の管理 ･利用を地域の村

落共同体に委譲することを定めるという画期的な内容をもつものであるが,保全価値の高い国

立公園などの保護区の中にコミュニティー林の設定を認めるかどうかという点が争われた｡

1998年の5月に閣議で承認された法案では,それまでの案では認められていた保護区内におけ

1) コミュニティー林法案は,1997年 9月にそれまで提出されていたNGO案や森林局案などを折衷

する形で閣議承認を受けたが,その後,改訂されている｡法案はいずれも目的,設置場所,管理
組織,管理運営,利用制限などについて規定しているが,1999年 3月現在でまだ公布･施行にい
たっていない｡
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るコミュニティー林の設定が不可となり,最終的な管轄権 も地域集団ではなく森林局にあるこ

とが明示されたために,一部のNGOなどから強 く批判された｡ この法案をめぐる中心的な論

点は,森林へのアクセス権を定める上で前提 となる地域住民の資源管理能力をどう位置づけ,

評価するかという点である｡

村落共同体に基礎を置 く資源管理の在 り方に関する研究は,世界各地をフィール ドとして

1980年代以降とみに盛んになっている｡ これらの文献では,所有形態の分類 として,これまで

支配的であるとされた ｢私有 (private)｣と ｢公有 (public)｣の他に ｢地域共有 (communal)｣

というカテゴリ-が存在すること,そして地域に根づ く村落共同体を主体とした集合的な管理

体制のメカニズムが明 らかにされた [BalandandPlatteu1996;Taylor1998]｡それらの示唆

するところは,多 くの伝統社会には共有資源を持続的に管理するための慣習的なルールがあ

り,それが機能 している限 りにおいて-ーディンの言う ｢共有地の悲劇｣[Hardin1968]は回

避できるというものである｡

一連の研究は, これまで机上の議論に留まることが多かったコモンズ研究に実証的に厚みを

もたせ,実態に即 した分析を促 した点で高 く評価できる｡ その一方で,次のような疑問が生 じ

る｡ 第一に,積極的な意味で見直されつつある共有資源,いわゆるタイ トな共有システムの管

理下にある資源は,国の法制度の中でどのような土地の上に位置 しているのか,2)第二に,そう

した資源は地域の人々の経済にどれほど貢献 しているのか,という点である｡前者は,村落 レ

ベルの資源利用と国の制度 との関係についての問いであり,その答えは農民の共有地-の投資

意欲に影響する｡後者は,私的資源 (特に,農地)に照 らした共有資源の相対的な重要性に関

するもので,その答えは,共有資源の保全意欲にも影響するであろう｡ これら二つの問いは互

いに密接に関連 している｡

例えば, タイの中西部で 200年近 くにわたり焼畑移動耕作を営んできたカレン族は,比較的

最近に世界遺産に指定された森から追い出され,より生産性の低い周辺の土地に密集 した生活

を強いられている [佐藤 1998]｡彼 らは,移住前までの一定の人口学的 ･生態的諸条件の下で

は環境への負荷が比較的少なかったと思われる伝統的な移動耕作を,｢グローバルな｣環境を保

全するという名目で取 り上げられた｡その上に,今では化学肥料を必須 とする換金作物栽培を

半ば強いられている｡ そうした皮肉な背景の上に立っ現在の彼 らの農業や森林 との関わりか

ら,その資源管理能力を判断 しようとするのは筋違いである｡ つまり,現在のタイの多 くの地

域では中央集権的な森林の囲い込み政策の結果,地域の人々にとって管理に値するような生産

的な森林の利用 ･管理が住民の主体的な管理に任されている例はごく稀であり, この状況の下

2) ここで ｢タイト｣とは持続的利用を目的とする意図的な資源管理の秩序をもっているということ

であり,明示的な制御メカニズムをもたない ｢ルース｣なコモンズとは対比される [井上 1995]｡
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で資源管理能力ありや無 しやという議論は不毛に等 しいのである｡3) しかも, 仮に地元住民に

よって適切に管理されている森林があっても,その利用権が不安定である限り,いっ国家権力

によって取 り上げられてしまうかわからない｡4)農民から見れば, こうした土地に投資するイ

ンセンティブが弱いのは当然なのである｡ このように考えると,生態系の保全や農村経済にお

ける林地の役割を考える場合に,村落 レベルの資源利用だけに注目しているのでは限界があ

る｡ほとんどの森林が国有地に存在する以上,資源と人々の関係は,それがおかれている国と

地域との関係に照 らして考察される必要がある｡

審議が 10年近 くも長引いているコミュニティー林法の行方や影響についてはまだ不透明な

部分が多 く,この段階での評価は差 し控えたい｡5)むしろ,ここで考察 したいのは,住民の資源

管理能力が発揮 (あるいは,その発揮を動機づけるような)できるような条件が,現状の土地

制度 ･林地政策の中で如何にして確保できるのかという点である｡ 筆者の見るところ,村落 レ

ベルの共有的な資源管理の可能性は,森林関連法における位置づけだけでなく,共同活動の私

的前提となる農地に関する既存の法体系にも規定されている｡農民は森林資源だけでは生きて

いけないからである｡ こうした問題意識から,本稿では,人々が集合的にアクセスをもつよう

な土地,特にオープン･アクセスな未開墾地と地域住民で共同利用される公共地に関する諸政

策に焦点を当てながら共同利用林 (以下, コミュニティー林と呼ぶ)の制度的な存立要件につ

いて考察する｡

Ⅱ 森林開墾の奨励と農地拡大

タイは今世紀の前半まで,文字どおり ｢森の王国｣であった｡森を意味するタイ語の ｢paa｣

は単なる ｢木々の集まり｣を意味するのではなく, しばしば ｢文明化されていない｣とか ｢未

開の｣といった意味あいも含む概念である [Stott1991]｡例えば ｢○○paa｣というのは ｢野

生の○○｣を意味 し,｢家｣を意味するbaanを接尾語にする ｢○○baan｣は,｢飼い慣 らされ

た｣という意味で用いられる｡ つまり,文明化や発展 とは,一般に前者の状態から後者への移

行を意味するのである｡ 実際,つい4半世紀ほど前まで,人々にとっての森は凶暴な野生動物

3) タイの東北部におけるコミュニティー林の実態調査によれば,調査対象になった8個所のコミュ
ニティー林のうち,比較的豊穣な森は一つしかなく,そのほとんどは荒廃林であったことが報告

されている [Danthaninetal.1993:122]｡
4) 例えば,南部のバッタルン県では,地元住民が外部の密猟者に対する取り締まりを森林局に願い

出たことが発端で,その場所は国立公園に指定されることになり,森を守ろうとした地元の人々

まで森の利用から排除される結果になった [Ridmontri1997]｡
5) 比較的最近のタイ研究者によるコミュニティ一杯法の評価については,例えばPearmsak[1997]

を参照されたい｡
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の住む暗黒であり,所有に値する経済的に有用な資源としては見られていなかった｡19世紀末

の段階においても,チーク伐採が行われていた一部の地域においては,西欧の伐採業者は信仰

上の恐れから森で働 くことを拒むタイ人を動員することができず,ほとんどの作業を少数部族

民に頼って行っていたという報告 もある [Falkus1990]｡一方,中央政府にとって,森林の多

くは開発されるべき無駄な空間であると考えられていたようである｡ 例えば,アユタヤ朝の法

典をひもとくと, 農民たちの森林開墾は,国有林-の侵入を称 して現在用いられる ｢bukruk

(不法に侵略する)｣という言葉では表現されておらず,代わりに ｢bukberk(開墾する)｣とい

う言葉が用いられている [Chamariketal.1993]Oこれは,森林開墾が規制されるより,むし

ろ奨励されていたことを示すものである｡

人口に対する土地余剰という東南アジアに広 く見 られた自然条件は,為政者の関心を領土の

支配よりも,土地を財に転換 してくれる労働力に集中させた｡20世紀初頭まで奴隷制が存続 し

ていたタイでは,債務の担保は現在のように土地や家ではなく ｢人｣であり,人の所有こそが

経済力の指標になっていた [Feeny1989]｡ イングラムの推計によれば,1850年頃の農地は,

国土の2%ほどしかなかった [Ingram1971]｡ また,フィーニーの推計で,20世紀初頭の森林

面積は国土の75%程度とされている [Feeny1989]｡6) 低い人口密度のため土地に対する競合

は少なく,政治家にとっても農村問題を扱う魅力はほとんどなかった｡そのため,農村におけ

る土地所有権の問題は政策課題の中でもきわめて優先順位が低かったが,それは農民の側 から

見ると,硬直 した土地制度の実施を遅 らせ,比較的豊かな資源を思いのままに利用できる環境

を提供 していた｡7)

19世紀半ばの世界市場-の参入を先駆けに変化を始めた森と人々の関係が,加速度を増 して

変わり始めたのは 1960年代に入ってからと見てよいだろう｡ 19世紀の後半に始まった商業伐

採は,伐採技術 と流通システムの飛躍的な向上により規模を拡大 し,1968年前後には東北地方

を含む全国的な網の目を形成するに至った｡これと同時に,農地は1910年から1940年の間に

2倍になり,1940年から1970年の間に3倍と,その後 も急速に拡大を続けた｡1938年の段階

では 1千 500万人といわれた人口も1997年現在では4倍の6千万人に膨れ上がる中で,国土

の4割以上が農地になり,逆に森林の面積は3割以下に低下 した [RoyalForestDepartment

(以下,RFD)1996]｡ 農地の拡大要因の内訳には,チュラロンコン王の主導に始まる中央政府

6) イングラムによれば,奴隷ではな く自由の身であれば,国の各地に広がる未開拓の土地を自由に

占有することができ, 売ることもできた｡ ただ し, 労働力の制約から通常の世帯の場合は最大で

も25ライの耕作が限度であったと推定されている [Ingram1971:12]｡
7) 18世紀前半の推定人口は,数字にばらつきがあるものの,およそ500万人程度であり,1997年現

在の 10分の 1以下であった [Skinner1957]｡1920年代末に総合的な農村経済調査を行 ったジ

マ-マンは,人口の不足 こそタイの経済を停滞させている最 も根本的な原因であると結論 してい

る [Zimmerman1931]｡
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の計画的な農地拡大政策 も含まれているが,既存研究の中でも最 も重要視されているのは農民

自身による自発的な農地拡大 ･新地開墾である [Uhlig1984]｡8)

1980年代以降の目覚ましい経済成長から ｢東南アジアの優等生｣とも称されるようになった

タイは,まさに自らの森林資源を食いっぶすことによってその成長を支えてきた｡農地拡大に

並行するようにして森林面積が急速に減少 していく様子は,1970年代以降の人工衛星による監

視でより正確に裏付けられるようになった｡公式統計に依れば,1970年には国土の38%を占

めていた被覆面積が, 1995年には26%前後にまで下がっている｡ かなり控えめな数字である

といわれている森林局発表の統計でも, 1950年からの30年間で森林面積は半減 していること

になる｡

加速する森林資源の消失は,木材輸出を主要な外貨獲得の手段にしていた政府にとって痛手

であった｡政府は1975年に原木輸出禁止を発令 し,1977年には木材純輸入国に転 じてしまう｡

そして,1988年に南部で起 こった大洪水の原因は政府の無策にあるとするマスコミや NGOの

広報が一般大衆を巻き込んだ圧力となり,1989年初頭に政府は国有地における商業伐採を全面

禁止にした｡

Ⅲ 政府による村人からの林地保護

拡大を続けた私有農地の影で,まだ私的先占の対象になっておらず,なおかっ国の明示的な

囲い込みを受けていないオープン･アクセスな公共地の役割に政府の注意が向けられることは

稀であった｡ましてや,1950年代に入るまで政府が地域に暮 らす人々のために特定の公共地の

一部を積極的に区画化 して,地域の人々のための共同利用を奨励する手助けをしたことを示す

根拠 もない｡9)政府が ｢公共地｣を指定するときは,鉱山や軍事施設など専 ら中央政府の利害を

反映するものであった [Sayamon1995]｡一方で,農民にとっての公共地は私有地の リザーブ

であり,それが水源林でもない限り,経済的な再生産 という観点からそれ自体の存在意義はほ

とんど認められていなかった｡人々は自然災害,人口増加による農地の不足,疫病からの退避

などの場合に限って,まだ豊富であった森林のフロンティア-移住 していった｡

政府にとって公共地の管理が特に問題化 したのは,国有保全林に ｢不法に｣侵入 したとされ

8) クリッグはこの中で,農民による林地開墾が必ずしも人口の物理的増大にだけ促された訳ではな

く,商品経済-急激に取り込まれたことにより農民たちに生じた負債の返済手段が,農地の開墾

以外になかったことが重要であったと指摘している [Uhlig1984]｡
9) 本稿では,｢公共地｣を ｢私的に利用されていない土地｣としてルースに定義し,その中に,国有

保全林を中心とする実質上はオープン･アクセスである林地と村落単位で利用されている共同利
用地を含めて考えることにする｡ なお,後に見るように,放牧地など共同の土地利用を私的占取
から法的に保護するといった消極的な意味での公共地に関する制度は存在してきた [垂冒 1997]｡
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る農民 と,森林局職員 との間で対立が生 じたときである [Gienty1967] ｡ 対立は,農民が法的

には国有に属する土地を実質的な私的農地 として利用 していることに政府が敏感に反応 し始め

ることによって発生する｡現在で も多 くの農地は実質的には私的な管理を受けているものの,

法的には何の証書 も持たない ｢不法占拠者｣に占有されている [Thompsonetal.1992]｡10) 農

村における土地の私的所有権が政府にとって唆味であったことは,後に見るように国家権力に

よる私的空間,あるいは共同利用林,埋葬林など村を単位に管理されていた空間の国有地への

没収をさらに容易なものにしたことは間違いないだろう｡

地域住民 との対立の連続によって,あるいは,その時々の政治的な理由によって政府の国有

地管理は強化されていったが,それは中央政府による国内の領土化 ともいえるプロセスであっ

た｡一般に,近代国家を特徴づけている条件の一つは,その領域性である｡つまり,他国との

国境を明らかにし,国家の排他的な権力が及ぶ地理的な範囲をはっきりさせようとする働 きか

けが存在することである｡ しか し,国家の排他的な権利が及ぶ範囲は,対外的な境界だけを指

すのではない｡近代化が進むにつれて,一般市民の侵入を許さない国有の ｢領土｣は国境の内

側にも形成されていく ｡ 稀少価値の高い天然資源が存在する地域は,そうした国家権力による

囲い込みが見 られる代表的な空間である｡ それまで中央政府の実質的な統制が及んでいなかっ

たオープン･アクセスの公共地の領土化は,概ね次のようなプロセスで進んでいった｡

まず,1896年に,それまで地方領主に任されていた木材をめぐる外国資本との取 り引きを一

括する必要性か らインドより招かれたイギ リス人 H.スレイ ドを局長 とする王室森林局が内務

省の付属機関 (現在は農業 ･協同組合省に付属) として設立される｡ これによって,名目上は

当時の国土の 70% 近 くの面積を占めていた森を管轄する専門機関ができ,本格的な中央集権

的管理が進行する｡ 森林局は,有用樹種の伐採を規制 し,税の徴収をすることで財源を確保 し

なが ら地方領主を牽制する目的で設立された [Falkus1990;Ramsay1976]｡11)第二次世界大戦

の直前 くらいまでに北部地域を主な対象 とした有用樹種をめぐる法律はかなり整備 され, この

段階で,少なくとも地図の上では, これまで噴味であった森林の地理的な領域がはっきりと明

10) 因みに,最も新しい私的所有の統計によれば,完全な私的所有権 (chanoot) が獲得されている

土地面積の累計は,約 5,400万ライで,これは全農地面積のおよそ3割に相当する｡土地の占有権

と所有権の分離経緯については北原 [1973]に詳しい｡なお,農村における私的な所有権は,そ

の土地の中にある木々に対する所有を含まない点が重要である｡ 1941年の森林法の規定では,特

定の有用樹種 (例えば,チークやヤーング [フタバガキ])は仮に私有地の中にあっても森林局-

の申請 ･許可なくして伐採することは違法であるとされる｡

ll) 森林保護を明示する法令は,19世紀の末から存在してきたが,それらは地域的にも, また目的か

らしても限定の強いものであり,現在でいう保護目的の法律とは異なる性格をもっていた｡例え

ば, 1887年には森林保護を名目にした最初の法律が制定されたが, これは伐採地域を特定する目

的で制定されたものであった [Chamariketal.1993]｡ しかも,初期の森林法はタイの北部を対

象とするものかほとんどであり,東北や南部など他の地域では,従来通りの住民による資源利用

が行われていたと思われる｡
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示されはじめる｡12) ただ し,当時の森林局には全土に広がる森林を細か く管理するほどの人員

がお らず,有用樹種を含まない大部分の林地では政府の干渉はなかったと思われる｡

次に,1938年の森林保護 ･保全法で初めて一定区域の森林を永久林 として保存することが法

制化 され,特定 の有用樹種 に限 らない領域的な区画化が行われ るよ うになる｡1948年 には

FÅo (FoodandAgriculturalOrganization)提言を受けて国土の 40% を森林 として維持す

る政府の基本的な方針 (2割を生産林,2割を保護林)が打ち立て られ [FAO1948],13)1954年

の土地法典に則 り包括的な国土の分類 と,それに応 じた土地利用が促された｡ しか し,実質的

な土地の分類作業は大幅に遅れ,1961年の第一次 5カ年計画に入 ってか らようや く ｢国家土地

分類 プログラム｣が承認されて,国土の 50% が ｢永久林 (paathaawoon)｣と称されて地図上

に区画された [Chirapanda1985]｡14)

永久林は順次測量 されて,後に 1964年の ｢保全林法｣によって法的な位置づけを受けること

になっていた｡保全林法は,1938年の森林保護 ･保全法以来,あまりに遅々としていた国有林

地の確定プロセスの諸手続を簡略化 し,加速する目的で制定 された｡15) この法律によって,例

えば, これまで国王による勅令を必要 としていた国有林を,省 レベルの法規で指定することが

可能になった｡これはいわば,中央集権化のための権力分散政策である｡ しか し,国土の 50%

が目標であった保全林の制定には膨大な時間がかか り, 1974年の段階で 32%, 1985年に至 っ

てようや く42% に達 した｡そ して,作業が遅れる間に永久林への入植者が増えたこと,地図上

で囲い込んだ所にすでに住民が居住 していたことなどか ら,政府 と地域住民の紛争が相次 ぐ結

果 となった｡16) 国有保全林の総面積が予定 された永久林の総面積を下回る結果 となったのはこ

のためである｡

1980年代になると,土壌の質や土地の勾配などの科学的な根拠 に基づいて森林を区画する

12) 林地の法的な定義は,現在も効力を持っ1941年の森林法に基づく｡それによれば ｢森林とは,土

地の法律に則り,誰も所有をしていないような土地｣である｡Pho.Ro.Bo.PaamaiPho.So.2484,

Matraa4(1)(森林法第4条第 1項,1941年,筆者訳)｡

13) FAOによるこの報告書で初めて,森林保全政策に数倍的な目標が加えられることになったが, こ

の数字の科学的な根拠は報告書では示されていない｡ この40% という数字は,後に農地改革事務

局と森林局との間で問題となる20% という数字と共に, その時々の林地 ･土地政策の中心的な参

照点として何年にもわたって影響を及ぼしていくことになった｡

14) 公式の永久林指定は ｢土地の種類の分類および調査に関する閣議決定 (1961年 11月 14日)｣に基

づく｡

15) 1938年か ら1964年までの間に指定された国有林面積は国土の19.58% にとどまっていた

[Khambanonda1972]｡

16) 保全林法が制定される1964年以降も保全林-の ｢不法侵入者｣が後を絶たなかったのは,土地を

求めていた村人のインセンティブもあったが,それを政府が黙認していたことも背景としてあっ

たようである｡特に, 1970年代に共産主義勢力の隠れ蓑になっていた森を農民たちに開墾させる

ことは,反政府主義者の逃げ道を塞ぐことになると同時に,農民の経済的欲求を満足させ,政府

への反感を押さえる効果があった [FlahertyandJengjalernl995]｡
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｢機能別領土化｣が進められるようになる [PelusoandVandergeest1995]｡,17) このような機能

別の分類は,後に詳 しく見る森林局によるゾーニングがその代表例である｡ このゾーニングで

は,樹木の伐採 ･保全を念頭に置いたこれまでの区画化 とは異なり,地理的空間全体の保護 と,

土壌調査に基づいて農地に通 した地域,さらに植林可能地域の特定が行われた｡この時期か ら,

森林 ｢保全｣の意味が変わり,実質的には森林の ｢保存｣を重視する領土化が強化されるよう

になった｡

稀少化 した森林を文字どおり囲い込む ｢保護区｣の設定 こそ,一連の領土化プロジェク トの

最終段階 と呼べるだろう｡ 野生動物保護区や国立公園がその代表例である｡ 保護区は原則 とし

て資源の豊かさ (種の稀少性,多様性)に応 じて分類され,アクセスのレベルが決められる｡

例えば,規則の最 も厳格な野生動物保護区では,森林局は調査のための進入は許 可するものの

観光は許 していない｡ これに対 して, レクリエーションや教育を目的とする国立公園では,観

光が積極的に奨励されている｡ いずれに して も,保護区内では居住 はおろか一切の動植物を持

ち出すことが禁 じられている｡18)1967年の時点で国土の 1%前後であった保護区は国 立公園や

禁猟区などを着実に増や し,現在では国土全体の 2割近 くの地理的範囲を占めるに至 った｡19)

このような森林資源の減少 と保護区の拡大は,森林行政の中身をも変質 させ ることとなっ

た｡保全林 とは, もともとは将来の伐採のための予備地であって,保存が目的とされる地域で

はなかった｡その意味では,本来は ｢保留林｣なのである｡ そして,森林局の任務 とは, この

ような経済目的の林地を科学的な方法で管轄することであった｡ ところが,森林資源の激減 と

1989年の商業伐採禁止 は,これまでの森林局の存在意義を失わせる危機感を生み,森林局は早

急に森の ｢保護 ･保存｣機関として,その存在 目的を急転換する必要に迫 られた｡

｢保護区｣は森林局の存在意義を維持 ･強化する上で重要な役割を果た した｡保護区は,地方

に点在するバ ンコクの森林局事務所の直轄地であり,他の部局や県庁の干渉を避けることので

17) 保全林の外も含めた全国的な土地の機能別分類は森林局や土地局ではなく,土地開発局が中心に

なって行っている｡

18) タイにおける保護区システムの本格的な導入は他の近隣諸国に比べると決して早い方ではない｡
インドやビルマで,森林群の組織的な保護が比較的早く行われるようになったのは,当時狩猟を

営んでいたヨーロッパ人が自らの植民地における野生動物の減少を危倶し,狩猟の制限を行うよ
うになったことに由来する [MacKenzie1988]｡植民地化されていなかったことで, タイにおけ

るヨーロッパ人の狩猟に対する関心が低かったことは,タイにおける野生動物保護の制度,そし

て保護区システム発展の遅れを説明する一つの要因であろう｡ 1961年の国立公園法の制定は, 自

然を国のシンボルの一つにしようとしていた当時のサリット将軍の産物であり,その時期はちょ

うど国際的な自然保護運動が高まりつつある時期でもあった [KasetsartUniversity1987]｡1960

年には,外国の企業に与えられていた最後の伐採権の効力が切れ,伐採産業は実質的に国有化さ

れた [Mehl1990]｡
19) 1989年の商業伐採禁止令以降, タイは関税を下げることで木材供給先を近隣諸国 (ラオス, カン

ボジア, ビルマ) に移し,保護区設定の際の国内における伐採業者の懐柔に努めたことも忘れて

はならない [Ghimire1994]｡
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1962 1965 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1995年

図 1 森林の減少と保護区の拡大

出所 :[RFD1996]

表 1 森林局において ｢保全｣活動に配分される予算
(百万バーツ)

1982 1986 1993 1995

森林局全体の総支出 (a) 1,269 1,477 5,202 9,305
保全に配分された予算 (b) 342 908 3,717 7,779

(b)の(a)に占める割合 27% 60% 71% 84%

出所 :図1に同じ

きる空間であった｡そうした空間の拡大 ･維持のために,監視員とスタッフの増強,そのため

の予算増額は正当化され,森林局はその ｢変身｣に成功 したのであった (表 1を参照)｡こうし

た保護区を増やしていく国の狙いは,資源の保全そのものとは限らない｡いわゆる途上国のス

テイタスを ｢卒業｣ しつつあるタイにとって,生物多様性や森林保全などを名目に国際援助が

利用できる機会が増加 したことや,保護区を観光地化することによる財源獲得も保護区拡大の

重要な誘因になっている [Ghimire1994]｡こうした背景 もあって,森林局の中でも,特に

国立公園課 と野生生物保護課 は国際機関か ら多額 の援助を集 めるよ うになっていった

[Vandergeest1996a]｡森林局の変身が可能になった国内的な要因として,大きな政治勢力を

形成 しつつある都市の中産階級が ｢自然保護｣と,その達成手段としての ｢保護区｣の拡大を

全面的に支持 していたことも忘れることはできない [Vandergeest1996b]｡
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IV 荒廃林地の分類と政府のプログラム- 農地改革と森林保全

森林開拓のフロンティアでもあり,政府と地域住民の土地をめぐる確執が最 も蛾烈なのは所

有権の境界線が唆味な,いわゆる荒廃林地 (paasuamsoom)であろう｡ 荒廃林とは,かつて

森林だったところを指 し,そのほとんどが農地転換されているような土地のことである｡ こう

した土地の多 くは,国有地に含まれ,森林局にとっては林地再生の候補地となる一万で,農地

改革の観点からは ｢土地なし農民｣のための新たな土地の供給先となる｡ そのために,こうし

た土地の法的位置づけをめぐっては対立が生 じやすいのである｡ つまり,保護区の中が森林局

と村人の紛争多発地帯であるとするならば,荒廃林は,政府部局間の対立 も合わせて生 じやす

い地域であると言える｡20) このような荒廃林に居住 している農民の正確な数は分からないが,

推計によれば少なくとも150万人, 多い数字では800万人いると言われている [Christensen

andRabibhadana1994;LynchandAIcorn1991]｡

荒廃林の利用 ･所有をめぐって農民と政府は絶え間ない抗争を繰 り返 してきた｡その最 も典

型的な例が, 1991年における軍部による ｢保全林に住む貧農のための農地配分計画 (通称,

コ一 ･チョ一 ･コ-)｣である｡この計画では,農民には若干の農地とその利用権を与える代わ

りに,保全林から立ち退いてもらうことで森林の再生が意図された｡21)共産主義の脅威が消え,

パルプの需要増大に伴うビジネスチャンスの拡大を見据えた森林局は,私企業と提携 して保全

林の中で大規模なユーカリ植林を始めた｡一部地域の住民は,植林地確保のため軍により強制

的に立ち退かされた｡この計画には共産主義の脅威が消滅 したことにより,唆味になった軍の

存在意義を顕示する目的もあったと言われる [Phongpaichit1995]｡

その大部分が荒廃林であるにもかかわらず,保全林に指定された土地は拡大の一途をたど

り,1995年の段階で国土の約 46% に達 した｡ これは,実際の森林被覆面積の約 2倍であり,

｢保全林｣という名称が如何に実質を伴わない概念であるかを示 している｡名称と実態のギャッ

プはともかくとしても,立木の有無にかかわりなく平地にも広がり,多数の利害関係者によっ

て所有権が争われている保全林の管理は,環境保全を名目に移住を強いられる人のこれ以上の

発生を予防するという点から重要である｡22)

20) ローマンの推計によれば,この問題領域の面積はおよそ5,600平方キロで,これは全国土の約

10% に相当する [Lohmann1996]｡

21) この計画によれば,1996年までに東北地方からはじめて,合計25万家族 (約 100万人)以上が保
全林の外に移住させられることになっていたが,計画開始早々に村人たちの激しい抵抗に合い,

中止を余儀なくされた｡

22) こうした保護区周辺の林地は近年 ｢バッファ-ゾ-ン｣ と呼ばれ,地域住民のニーズを満たしな

がら,保護林-の圧力を低下させるための利用地域として注目されている｡
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早 くから問題化 していた保全林内の住民活動に対 して,政府は,国有地開墾を防 ぐことを主

目的とする土地配分政策を実施 してきた｡保全林地にかかわる代表的な政府主導プログラム

は,これまでのところ,次の5つの実施機関によって運営されてきた｡(1)RFD(RoyalForest

Department:森林局)による植林計画,森林村計画 (ForestVillage),そして土地なし層への

国有林地配分プログラム (通称 STKプログラム),(2)Flo(ForestlndustryOrganization:

森林公社)による植林プログラム,(3)ALRO (AgriculturalLandReformOffice:農地改革

事務局)による農地改革プログラム,(4)DPW (DepartmentofPublicWelfare:公共福祉局)

による自助定住プログラム,(5)DCP(DepartmentofCooperativePromotion)による土地

配分計画,である｡23)

これら一連のプログラムは,荒廃 した林地の再生,あるいは土地なし層への農地配分による

国有林地への侵食防止を主要な目的の一部として掲げていたはずであったが,文献に見る限り

において成功例はほとんど報告されていない｡その理由は時代背景によっても異なっている

が,森林保全や土地の再配分といったプロジェクトの目的がそもそも名目に過ぎず,実質的に

は国の短期的な利害に基づく政治 ･経済的動機がプロジェクト実施の原動力になっていた問題

が共通 して指摘されている [Uhlig1984]｡

例えば,森林局と森林公社の植林計画に代表される1960年代以前のプロジェクトでは,産業

用のチーク材生産に主眼がおかれており,そのための労働力として農民の ｢参加｣が位置づけ

られていた｡このため,農民のニーズに基づいた地元の経済や福祉への配慮はほとんどなかっ

た｡また,森林公社の植林計画では,一世帯当たり10ライの造林地と1ライの宅地,5ライの

常畑を与えて,インフラ支援を行うことの代償に農民を労働力とした植林計画を展開 した [竹

田 1990]｡ しかし,労賃が低すぎたこと,仕事が不規則で年間を通 じて安定 していなかったこ

となどにより,植林を任務としていた村人自らが,皮肉にも不法伐採を促進 したこともあった

と言われる｡ 伐採を行 うことで植林の仕事 も増えたからである [Mehl1990]｡ これらの要因が

重なって,植林は停滞 し,1985年には伐採権付与による合法的な材木生産よりも,裁判所に押

収された不法木材の量の方が多 くなるという異常な森林経営に陥った [RFD1996]｡

1960年代から70年代に実施された森林村計画,公共福祉局,組合普及局の主導による自助

定住 ･土地配分プロジェクトは,軍と連携 した政治的安定 ･治安維持の目的で企画されている

ことが多 く,資源の保全や再生は表面上の目的にすぎなかった｡反政府勢力が潜伏 していた北

部や東北部地域にプロジェクトが集中していたことや,森林局主導の森林村計画の多 くがカン

23) これらのプロジェクトの多くは国有保全林の中,もしくはその周辺の分譲地で実施されることが
多いが,互いのプロジュクトの関係や実施地域の選定をめぐる政治的プロセスについての本格的

な研究はほとんど存在しない｡やや古くなるが,数少ない政府の定住計画の比較研究としては,

Uhlig[1984]がある｡
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ポジア ･ラオス国境に沿 って行われたことは, この事実を裏付けるものである [Hafnerand

Apichatvullop1990]｡この時期に,戦略的な道路は奥地まで拡充され,その過程で多くの森林

が破壊されただけでなく,道路の存在がその後の森林開墾を招 き入れる結果となった｡ このよ

うに,その時々の政治的背景に促されて付け焼 き刃的に打ち出された一連の政策は一貫性を欠

き,多 くの地域では,政策の名目であった資源保全 ･再生とはむ しろ逆の結果がもたらされた｡

政府主導で行われてきた各種の定住化プログラムの中で,森林保全との関わりにおいて,特

に注目したいのが農地改革プログラムである｡ その理由は,後に見るように,森林局主導の森

林村計画,およびSTKプログラムは基本的に休1ヒしていること,そして,これまで森林局の管

理下にありながら広 く農民に耕作されて しまっているような保全林は,農地改革事務局の下に

管理を一括させる政策が打ち出されているからである｡ 農民の立場から見ると,森林局主導の

プログラムではあくまで ｢不法に｣占拠 した森に村人が特別に許可をもらって活動 している形

になるのに対 し,農地改革プログラムでは名実 ともに合法的な土地の用益権 とインフラ整備の

支援などの本格的な開発支援を受けることができる｡ つまり,農地改革は国有でありながら私

的に利用されているような ｢唆味な土地｣を農民のコントロール下に取 り戻す合法的な手段 と

して農民にも期待されているプログラムなのである｡

ここで農地改革の概要を手短に振 り返 っておこう｡ 農地改革プログラムのタイにおける正式

名称は ｢農業のための土地改革 (pathiloopthidinphuakasetrakam)｣であり,1975年の農

地改革法に基づ く｡ これは,政府が,耕作 していない土地を所有する地主,農地改革法で定め

る面積以上を保有する地主などか ら買い取 った土地や国有地を,土地なし, もしくは土地が本

十分な農民に再分配する制度である｡農地の再分配に合わせて,政府は公共施設や資源開発な

どのインフラ整備を支援する仕組みになっている｡24)

農地改革は,立案当初か ら土地なし層への土地の再分配を主眼に実施されてきたが,1980年

代に入ると森林保全との密接な関係が認識されるようになった｡ これは,大きな土地をもっ地

主の私有地を買い取 って貧農に分配するという当初予定された政策手段の実施が,実質的に困

難であることが徐々に明 らかになり,農地の供給先が森林を含めた公共地に移 っていったこと

に起因する｡ しか し,問題だったのは農地改革法に基づ く土地証書を取得 したいがために,疏

24) 農地改革によって上地を得た農民は原則として最高50ライまでの用益権 (以下,ALRO証書と呼

ぶ)を獲得することができ, それを抵当にして金融機関から融資を受けることもできるが, 卜地

そのものを売買することは禁じられている｡1994年までの段階で合計20世帯にALRO証書が発

行されている [Charasdamrong1997]｡ 農地改革の対象地になるためには原則として次の基準が

満たされる必要がある｡(1)国有地 (つまり,国有保全林)であること,(2)森林に覆われていな

いこと,(3)一般的に農業に適した土地であること,(4)土壌が劣化しにくい上地であること,

(5)上地なし農民の割合が高い地域であること (この場合,小作農や正式の証書をもたない自作農

家 も含む)[TDRI1989:14]｡

77



東南アジア研究 37巻 1号

表 2 タイにおける土地なし農民の数と割合 (1987-1991)

保 有 面 積 1987 1991

土 地 な し (0ライ)準土地なし (5ライ以下)小 農 (5-10ライ)10ライ以上の農民 463,635 500,398

(8.2%) (7.8%)
576,019 828,265
(10.1%) (13.1%)
670,015 818,194
(ll.8%) (12.8%)
3,982,197 4,246,212

(70%) (66.4%)

合 計 5,691,866 6,393,069

出所 :[Chirapanda1996]
注 :1ライ-0.16ヘクタール

有権の唆味な国有林を開墾する人々が出てきたことであった｡ これ らの人々は,必ず しも自ら

の農地確保を目的に入植 していったわけではな く,本来売買が禁止 されているALRO証書を

不法売却 したり,地域の有力資本家に雇われて開墾の作業に従事 したりした農民たちも含んで

いた｡ また,農地改革 プログラムの下で用益権を入手 した農民の一部が,政治家や企業家に名

前を貸 しているケースが多数あることが判明 し,｢改革｣がむ しろ既存の土地集中を増強するよ

うな皮肉な結果を生んだ地域 もあった [Charasdamrong1997]｡

さて,森林局の林地政策 と農地改革はどのように関係 しているのだろうか｡政府にとっては,

20年近 くの懸案であった農地改革を速やかに実施すると同時に, 国家目標である25% の保護

林面積を確保することも急務であった｡互いに矛盾 しかねない二つの目標を調整するため,森

林局 は 1989年の商業伐採禁止令によって伐採権が取 り消 された保全林を,よ り精練化 した

ゾーニングに基づいて 3つに分類する政策を打ち出 し,担当部局の管轄範囲の境界線確定を急

いだ｡ この結果,保全林のすべては,後に詳 しく見 る森林局のゾーニングにより3つに区分 さ

れることになる｡ すなわち,保護が必要な林地 (保護林 :Cゾーン),今後植林 されるべき土地

(経済林 :Eゾーン)と,すでに,農民が耕作を しており農地改革事務局を通 じて農民に用益権

が移されつつある土地 (農地改革地 :Aゾーン),である｡このゾーニングの結果は,国の開発

計画のマスタープランとなる第 7次 5カ年計画 (1992-1996)で改訂された保護林 と経済林の目

標面積を,それぞれの県に配分するときに必要不可欠な情報 となった｡ただし, このゾーニン

グは,国有保全林地内に限 って行われたため,保全林の外に存在する林地は除外されている｡

1993年 5月に政府は経済林の内の再生用林地 とその他の用地の計 4,400万 ライの土地 (保全

林の約 3割に相当する面積)を農地改革用地に転用する方針を明 らかにした｡そ して, このよ

うに農地改革事務局の荒廃林における役割が一層重要な位置を占めるようになる中で,荒廃林

地の取 り扱いをめぐる森林局 との間の協定にも変化が生 じるようになってきている｡例えば,

1995年 までは,森林局か ら農地改革事務局に譲渡 された土地に ｢森｣であると判断できるよう
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表 3 森林局のゾーニングの分類

保護ゾーン 経済ゾーン

(Cゾーン) (Eゾーン)

基準 通常,このカテゴリーに属する森

林は保存にふさわしい密度の天然

林で覆われており,いずれは国立
公園や野生動物保護区として囲わ

れる土地である｡実際には,平地

で森林が残っているところはほと

んどないために,勾配が 35度以

上あるような山岳地帯の森林がC
ゾーンに認定される｡

出所 :[MIDAS1991]

このカテゴリーに属する森は,荒廃

したり,衰退 したりしているが,也

質上は農地に適さず,林地として再

生することが可能である｡経済ゾー

ンの一部は,農地として開墾されて

久 しく,すでに定住者がいるため

に,上地は森林局の管理を離れ,農

地改革事務局を通 じて農民に譲渡さ
れるべ く区画される｡

農地改革ゾーン

(A ゾーン)

何 らかの所有権を

保証する上地証書

が発行されている

ような農地,およ

び,経済ゾーンか

ら回される農地を

指す｡

表 4 森林局のゾーニングに基づく林地配分
(単位 :百万ライ)

国有保全林

保 護 林 (Cゾーン)

良質の林地

再生用の林地

その他の用地

経 済 林 (E ゾーン)

良質の林地

再生用の林地
その他の用地

農地改革用地 (Aゾーン)

良質の林地

再生用の林地

その他の用地

国有保全林の外

良質の林地

再生用の林地

その他の用地

面積 (%)

147.34(45.9%)
88.23(27.5%)
71.56(22.3%)
7.85 (2.4%)

8.82 (2.8%)
51.89(16.2%)
8.82 (2.8%)

15.46 (4.8%)- 農地改革へ

27.61 (8.6%)- 農地改革-

7.22 (2.2%)
0.16 (0.0%)
0.4 (0_0%)

7.2 (2.2%)
173.35(二54.0%)

4.89 (1.5%)
1.44 (0.4%)

167.02(52.1%)

出所 :[MOAC/RFD1993:29]
症 :表中の ｢農地改革-｣は筆者が加筆 したもの｡

な樹木の群生す るところが含 まれていた と して も,それを返却す る規定 はなか った｡1985年 に

農地改革事務局 の内部文書 として出版 された 『農地改革地 における植林 と森林保全 のためのガ

イ ドライ ン』[ALRO1985]の存在 は,農地改革地 の中にある森林の管理が農地改革事務局 に任

されていた ことを示す ものに他 な らない｡25)しか し,1995年 8月の協定で は,農地改革事務局

と森林局 の合議 によ って ｢林地｣ に認定 された土地 は,農地改革事務局 に譲渡 された後で も,

25) この中では,1956年の20%政策に従 って,農地改革地の 2割に木を植えることが奨励されてい

る｡
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森林局に返還されることが規定された [RFDandALRO1995]｡26)そのため,現在,農地改革

事務局に譲渡された4,400万ライの内,約 10万 ライが森林局に返還される見込みで測量が進め

られている [RFD1997]｡以上のまとめとして, タイの林地区分制度をその領域的な側面を強

調 して筆者なりに図解すると図 2のようになる｡

この図の中で,独自の法律に基づいて管理 ･運営が定められているところは,国立公園と野

生動物保護区,そして保全林である｡それ以外の保護林は政府の条例や内閣の閣議決定などの

諸政策により定められている｡図 2に沿って以上の流れを要約すれば,まず,1957年の土地分

類委員会の政策方針および 1961年の閣議決定に従 って,一番外側の枠に国土の50%に相当す

る永久林が地図の上に指定される｡ただし,実地調査に基づ く永久林の法制化は 1964年の保全

林法まで待っことになり,結果として保全林の範囲は,永久林の内側に措かれる｡また,永久

林の外には,まだ良質の森林が残されているにもかかわらず,いずれの保護指定 も受けていな

い場合がある｡保護林 として囲 うことのできる地域が稀少になってきた 1980年代後半か らは,

民間や 政府機 関に

l l 特別許可される土地

l l (例 えば､ダム建 設地など)

■一I
I ra

●II一I一 しここ こ｣植林地 巨ヨ I

◆■ 農地改革地Czone 荒廃林地
* .

_ 碑 -

森林村&STK

森林公園､植物園､禁猟区

図 2 タイの林地区分

出所 :筆者作成

26) いったん農地改革事務局に委譲された後でも,森林局に返却することが義務づけられている土地
の条件は,(1)森が残っている状態の土地, (2)農地として便益を生み出すことのできないような

土地, (3)生態系が特に脆弱なところ,(4)村人の共同利用林として保護されるべきところ,(5)

平均斜度が35度以上の急勾配の土地,(6)水源地周辺,(7)法に基づいて森林局が管理すべきと

ころ,(8)マングローブ林,(9)農民がまだ占有 ･耕作していないような荒廃林,である｡
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まずは国立公園,あるいは野生動物保護区などの優先地域が囲い込まれ,その中に村落がある

場合には,保全林に格下げするという,実状に応 じて二重の法適用を受ける地域が生 じること

になった (図 2の破線矢印)｡森林局の最終防衛 ラインはCゾーンであり,森林局 としては,皮

るべ く早 くその大部分を法人格を持っ国立公園, もしくは野生動物保護区に取 り込みたい考え

である｡ 一方,経済林のほとんどは民営化 し,民間による植林事業の促進を図ることが意図さ

れている｡27) すでに指摘 したように,永久林の外側には土地局が管理 している森林 もあれば,

私有の森林 も存在する｡ また,ゾーニング上は ｢C (保護林)｣の指定を受けているが,いまだ

に保護区に指定されずに待機 している土地 も存在する｡

この図の中で問題になるのは,Cゾーンの中に住む人々,およびEゾーンの中の植林予定地

ですでに農業を営んでいる人々の処遇であるO -部の保護 ゾーンについては,すでに強制移住

などの強硬手段がとられた事例 もあるが,住民の反発や NGOの支援なども手伝 って,政府と

村人のにらみ合いが続いている地域 も多い｡1997年 4月 22日に当時のチャパ リット政権は

｢貧民のフォーラム｣の要求に応える形で,保護区の中に暮 らす人々については,保護区指定を

受ける以前か らそこに暮 らし,森林保全に協力する意志のある農民については土地法典の規定

により所有権を付与するという閣議決定を下 した｡ しかし,その後のチュアン内閣は,貧農を

支持基盤 とする野党を攻撃する目的で 1998年 6月に前内閣の閣議決定を くつがえし,森林局

に対 して保護区の中の農民を強制移住させる権限も含めた中央集権的な資源管理権を与える政

策を提示 した [Ekachai1998]｡いずれにせよ,保全林の農地改革地への大量転用は,国有林か

ら人々を強制移住させたとしても代替農地の確保ができないことを政府が認めた証に他ならな

い｡例えば,1994年の森林局の調査によれば,法的には最 も厳格な区域として指定されている

野生動物保護区の中にさえ,依然相当数の村落が農耕を営んでいることが確認されている (義

表5 野生動物保護区内および近隣に居住する農民の規模 (1994年現在)

居住地と農地がともに保護 居住地は保護区の外にある

地域 保護区の数 区内に存在する が農地が中に存在する

家族数 人 口 占有面積 家族数 人 口 占有面積

中 部

北 部

南 部

東北部

9

3
4
2

2
1
1

2,156 9,879 53,229 1,163 4,483 39,686

4,622 23,682 75,691 5,212 14,604 72,440
3,699 13,834 97,762 5,228 13,131 68,679

636 3,163 6,047 1,978 10,706 55,845

合 計 58 11,113 50,558 252,729 13,581 42,924 236,650

出所 :1996年 12月に森林局で筆者が行ったインタビューの際に提示された資料
荏 :面積の単位はライ

27) 経済林の民営化と保全林内の用益権 (ALRO証書)地域の拡大は, リゾー ト建設などの大規模開

発をもくろむ富裕層-の更なる上地集中をもたらすことが懸念されているが,これこそ政府の暗

黙の意図であると指摘するNGOも存在する [IUCN1996]｡
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5)｡これらの人々を強制移住させて,代替農地を探すのは不可能に近い｡森林保全を,村人の

目から見た経済的なインセンティブによらず,その場 しのぎの法制度の改変に頼って行おうと

してきたこと,そして森林減少には植林で対応する,という技術論的発想が保全の条件をここ

まで困難なものに至らせたと考えられる｡

Ⅴ 人々のための公共地

すでに概観 したように,土地の稀少化が深刻化する以前までは,経済的な理由から村人が共

有の林地を囲い込む理由は見当たらなかったことが予想される｡仮に一部地域で薪や建築材な

どの森林資源の不足が認識されても,その入手先となるオ-プン･アクセスの森林が広大に存

在 したからである｡ しかし,土地の稀少化と政府による林地の囲い込みは,農民たちが自由に

利用 していたスペースに徐々に圧迫を加えることになっただけでなく,生活の根幹をなす私的

農地の確保さえ困難にした｡それでは,｢政府のための公共地｣ではなく,人々のための公共地,

そして村落共同体を主体とする森林利用は,既存の法制度の中でどのように位置づけられるの

であろうか｡まずは,公共地に関する法制度を簡単に振 り返っておきたい｡

現在 も効力をもつ共同利用地について定めた法律は,1932年施行 (1930年公布)の民商法典

にたどることができる｡そこでは,｢国家の公共財産 (satharanasombatkhongphaengdin)｣

の一部として,人々の共同利用地に関する規定が含まれている [Thammarangsi1996]｡ しか

し,その当時想定されていたのは道路や公園,湖や海岸などであり,森林は公共財産の例示に

は含まれていない｡しかも,当時の ｢共用地｣に関する法律は,公共地を共同で利用する上で

の開放性を維持せんとするものであって,共同の所有 ･占有を保護 しようとするものではな

かった [重富 1997]｡民商法や荒蕪遊休地の先占禁止に関する法律 (1935年)など,1930年代

に始まる一連の領域的な囲い込みは,いずれも1920年代末の経済恐慌による土地の放棄と集

中化,そして土地そのものの物理的有限性が政府に認識され始めたことを反映 したものであっ

た [北原 1973]｡

1950年代になると,政府主導のコミュニティー林の起源とも考えられるような ｢人々のため

の｣共同利用林地の積極的な位置づけを明示 した文書が現われる｡ それによると,政府は1956

年に土地法典の一部として示された土地配分に関する取 り決めの詳細事項として,国有地の一

部を農地として再配分する場合に,その20% を森林として維持することを定め,それを地域住

民のための公式の共同利用地として残すべきことを規定 している [MOI1956]｡この文書では,

森林の土壌に果たす役割や,この共同利用林が村人の木材利用のために使用されるべきことな

どが明示されているが,｢コミュニティ-林｣という言葉は用いられていない｡

森林が比較的豊富で国土の6割以上を占めていたと予想される1950年代に,人々のための
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共同利用林地を定めることが必要であった理由ははっきりしない｡筆者が土地局のOBにイン

タビューをした限りにおいては,新たな農地配分が行われる地域は国有林のそばであることが

多かったため,国有林への立ち入 りを抑制する目的で村落の境界の内側に共同利用林の設立を

奨励 した,という証言を得ている｡ 豊かな国有林のそばであったからこそ,それを保護する狙

いで人々のための共同利用林地を村の敷地の内部に設定 しようとした可能性は高い｡ただし,

この ｢20%｣政策に基づ くゾーニングは行われず,結果としては文書指示にとどまる噴味な政

策となった｡そして,林地と農地の競合関係が強 く認識されるようになった後に,再びこの規

定が持ち出され,農地改革事務局と森林局の間の管轄地の範囲をめぐって参照される数字と

なったのである｡ この規定は,1995年 8月における閣議決定で詳細な基準の下に改定され,農

地改革地に森林が残されている場合には森林局への返却が義務づけられることになった｡

これまでの整理から,現状の土地制度 ･林地政策の枠組みの中では,人々が共有できる森林

の位置づけは必然的に限定される｡政府の称するコミュニティー林とは,今のところ図 2で示

すところの経済林 (Eゾーン)の中に位置づけられており,天然林の利用は基本的な対象には

なっていないのである｡ つまり,仮に生産性の高い大きな森から順番に,保護の対象として囲

われているとすれば,コミュニティ-林の法的な存在余地は,｢残 り物｣である荒廃林のスペー

スに見出す他はない｡実際,森林局が出した比較的最近の公式文書によれば,コミュニティー

林とは ｢森林法もしくは保全林法に基づ く林地で,国立公園や野生動物保護区,あるいは禁猟

区の中,あるいは内閣が水源林として保護を規定 している土地にあってはならない｡それはま

た,政府の利益のために法に基づいて保全や立ち入り禁止を決めている土地にあってもならな

い｣[RFD1997:27]とある｡

それでは,荒廃林地での植林以外に政府が認めるようなコミュニティー林を促進する制度的

基盤は存在 しないのだろうか｡筆者はいくつかの可能性が残されていると考える｡ 第-は,面

積的にはまだ少ないが,国有保全林の外にあって,土地局の管理の下に置かれているコミュニ

ティー林の利用である｡農民の日常的な利用頻度が高い公共地には基本的に二つのカテゴリー

があり,一方は放牧地などに利用されることの多い内務省管轄の土地, もう一方は,森林局管

轄の林地である｡ 前者の分類に属する土地は,先述の民商法に基づいて土地法典によって保護

されるもので,土地局の比較的最近の資料に依れば,全国で 1万 7千個所,約 108万ライが登

録されており,放牧地やコミュニティー林として地域住民に利用されている [DOL1998]｡28)

このうち,コミュニティー林としての登録は,1997年の段階で 11万 6,000ライで,その数と面

28) 私的所有 (もしくは占有)が不在であるような遊休地は,1941年の森林法の規定上, まずは ｢森

林｣ という分類に含まれることになるが, その後,土地局 (地元の群役場) に申請することで土

地法典に基づく ｢荒蕪遊休地｣ もしくは ｢共同利用地｣ として登録することができる｡ ある土地

が法的に森として分類される限りにおいては,森林局の監視の下に利用が規制されることが多いノ
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図 3 政府が認めるコミュニティー林の存在形態

出所 :筆者作成

積 は増加傾向にあるという [SomtheepandTheeparit1997]｡ もちろん,土地が森林局の管轄

外 にあって も,その上に有用樹種がある場合 は森林局の関与 は避 けられない｡ しか し,森林局

の領域的管轄 の外 にあることか ら,森林局 のパ トロールなどの干渉 も少 ないことが予想で き

る｡

第二 は,保全林か ら農地改革地に移 った土地 におけるコ ミュニティー林の促進である｡すで

に示 したように,1995年の協定以降,農地改革地 にあって も森林が残 っている場合 は森林局の

管理の下に返却することが原則 となった｡ しか し,そこでの ｢森林｣の定義 は唆味で,実際に

は,関連する現地の役人の合議 によって森林であるかそうでないかが決定 される｡ 新 しい農地

改革地 はほとんどが旧保全林であり,保護区に接 した場所であるケースも多いことか ら,農地

改革地の中には比較的豊かな森林が存在す る場合がある｡ そ して, ここで特 に重要なのは,農

地の利用権が ALRO証書によって保証 されていることである｡つまり,農地改革地では土地 と

森の利用が ワンセ ットになっている可能性がある｡ ただ し,ALRO証書 は実態 として,開墾 さ

れた保全林での耕作権の追認 という形になっているために,現在耕す土地を もっていない農民

については対応できていない｡森のそばに暮 らしなが ら,実態 として耕作地を もたない農民 は

森 との経済的な結 びつ きが強 いことも多 く, こうした農民 たちの処遇 は今後 の重要課題であ

る｡

第三 は,国有林の非公式的利用であ り,現在の多 くの地域で見 られる慣習的な天然林 ･二次

林の利用が これに相当す る｡ つまり,厳密 には違法であるが現地の森林局 と村人のインフォー

＼ が,土地局の公共地として登録することで住民によるアクセスが容易になるのが一般的である｡

その理由は, 森林局の方が現地スタッフが多く, パ トロール能力に優れているからである｡ 筆者

のインタビュー調査では,農民が公共地を好んで森林局の下に禁猟区として登録する例も確認さ

れており,農民がどのようなプロセスと動機で公共地の登録を行っているのか,あるいはその帰

結はどのようなものなのか,などの点については今後の研究課題としたいと考えている｡
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マルな合意によって,自給目的の林産物だけでなく,場合によっては重要な所得補助になるキ

ノコやタケノコなどを国有地から採取 してよいというものである｡ こうした森林利用を営んで

いる住民組織は少なくとも1万 2千を数え,ウボンラチャタニ県の ドンヤイの森などが事例と

して調査されている [PoffenbergerandMcGean1993]｡ しか し,こうした非公式の取 り決め

は現地の森林局役人の一存で機能 しているため,その制度的基盤は不安定であるし,森林の利

用についてもかなりの制限の下で行われていることに変わりはない｡

コミュニティ一杯法の施行が,以上のようにすでに機能 している,あるいは機能 しっっある

コミュニティー林活動にどのような影響を与えることになるのかは今だに不透明であるが,塞

本的には ｢Cゾーンの外｣で非公式に利用されている三番目の利用形態を追認する法律になる

ことが予想される｡ その一方で,農民の主たる所得源が森林ではなく農地に由来するものであ

るかぎり,森林という共有資源は,その私的前提となる農地の確保を視野に入れた上で位置づ

けられる必要がある｡かっては ｢潜在的農地｣という意味を含んでいた森林が,制度上,農地

と分離 して別個の存在として確立されつつある以上,森を利用する権利は,そこに暮 らし,土

地を耕す権利と合わせて保障されなければ意味がない｡

Ⅵ 結 論 と 展 望

国有林地は国土の総面積の半分近 くを占めている｡ こうした土地を如何に管理するかという

問題は,そこに暮 らしている農民の日常生活だけでなく,エネルギー供給,水資源確保,環境

や生物多様性保全など地域を越えたグローバルな問題とも密接に関連 している｡ 本稿で強調 し

てきたのは次の二点である｡ 第-に,森林減少 ･劣化 という問題に対 して,農地再配分と植林

が中心的な対応策であると考えられてきたが,過去の失敗を踏まえ,すでにある森林,まだ劣

化 していない森林の管理の在 り方を問い直 していく必要がある｡ そのためには,森林を様々な

土地利用形態の一つと見なして,他の土地利用との競合関係を整理するのが先決である｡

第二に,多様な性質をもっ資源の持続的な管理のためには,特定の資源をめぐって国,村落

共同体,個人といった異なるレベルの社会集団が互いにどのように組織され,関係づけられる

のかを明確にする必要がある｡ これまで行われてきた公共地の細かな分類化は,それぞれの土

地の機能と管理主体の相互関係を唆味にし,各主体がそれぞれの分類に個別に対応する体制を

作りつつある｡ しかし,本来は相互に依存関係にある要素の一部 (例えば,共有部分)だけを

抜き出して,その管理の在り方を議論することの限界は明らかである｡国との関係で言えば,

農民たちの資源管理能力を問う以前に,どのような資源が農民たちに配分され,それを配分 し

た背景にどのような力が働いているかを理解する必要があり,世帯や個人との関係に照 らせ

ば,共同利用地だけでなく私的農地の確保にも配慮 した総合的な資源利用の在 り方を検討する
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必要がある｡ 本稿では,さしあたり前者の関係を中心に見てきた｡

80年代以降に特に増加 した土地をめぐる一連のスキャンダルが示すように,もはや競合の対

象は木材を含む林産物よりも土地そのものに移ってきている｡ このように考えると,共有資源

の確保にも増 して,その私的前提となる農地の所有権を位置づけることの重要性が浮かび上

がってくる｡ 共有資源の適正管理のためには,人々はそこからの便益の見返りとして,時間,

労力,信頼を培 うといったコストを支払わなければならない｡そして,そのコスト支払い能力

は,その人のもつ広い意味での私的資源に依存 している｡ タイの林地政策の歴史を振 り返れば

明らかなように,集合的な管理が必要となる環境-の配慮は,地域の社会的 ･経済的実状を考

慮 したものでなくては持続性をもたない｡

筆者の見るところ,以上の問題意識に照らして,今後一層重要になる政策課題は次の 2点で

ある｡一つは,保護区内部に居住する人々の農地の権利問題である｡審議中のコミュニティー

林法は,森林の利用について定めるものであり,土地の所有権には関係が無い｡森林局内では

Cゾーンにのみ適応される特殊な土地利用権を発行することで地域住民を懐柔 しながら森林の

保全を意図する動きもあるようだが,森林の管理と農地の安定的な利用を保障するような本格

的な共有 ･共用制度の導入は不可避の状態になっている｡

第二は,森と人々を引き離すことを主眼としてきたこれまでの国の森林政策が,その結果と

して,現在検討されているコミュニティ一杯運営に必要な担い手を次々と失わせているのでは

ないかという点である｡ もちろん,人々と森とのかかわりは国の政策だけが決定 しているわけ

ではなく,その時々の政治 ･経済的環境も大きく影響 している｡そして,村落 レベルでは林産

物への直接的依存は市場経済の拡大と共に低下 していくであろう｡ しかし,すでに述べたよう

に,ダムの建設用地をはじめとする土地そのものへの需要は逆に増加傾向にあると言える｡森

林という土地利用形態を維持するには,十分な資源管理能力を示 してきた村落共同体に対 し

て,農地の保証と合わせる形でその権能を早 く公的に認知 していく必要がある｡ しか し,森林

が稀少化するにつれて競合は激化 し,そうした政策転換が困難になるどころか,もはや手遅れ

になりつつあるのが現状である｡

資源管理の問題は,｢森と人｣ではなく森をめぐる ｢人と人｣の競合関係である｡しかし,資

源管理をめぐる村落共同体と政府の関係は,本来必ずしも敵対的なものではない｡国有資源で

あっても,行き届いた細かな管理のためには,地元の村落共同体に依存せざるを得ない部分が

出てくる｡一方で,地域住民は規模の大きい資源の管理ほど,そのルールと秩序維持のため,

公的機関の権威による下支えを必要とする｡ 外部者による不法伐採を郡役所に報告 しても取り

合ってもらえないようでは,村人たちの保全の誘因は低下する一方である｡ 残念ながら,現在

のタイにおいて,森林にかかわる様々な主体間の信頼関係が醸成され,資源管理の制度が充実

していくにはまだ相当時間がかかりそうである｡
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